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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第114期

第２四半期連結
累計期間

第115期
第２四半期連結
累計期間

第114期
第２四半期連結
会計期間

第115期
第２四半期連結
会計期間

第114期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（百万円） 57,849 42,692 34,596 23,558 119,097

経常利益（百万円） 1,648 236 1,924 525 5,712

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（百万円）
△1,885 △73 3,944 204 △5,420

純資産額（百万円） ― ― 42,037 38,112 39,713

総資産額（百万円） ― ― 140,640 122,173 134,204

１株当たり純資産額（円） ― ― 315.74 286.25 298.24

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期(当期)純損失金

額（△）（円）

△14.26 △0.56 29.83 1.54 △41.00

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ― ― ― ―

自己資本比率（％） ― ― 29.7 31.0 29.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
4,390 3,833 ― ― 10,180

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,201 △127 ― ― △8,966

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
642 △3,002 ― ― △1,851

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
― ― 15,355 15,471 14,891

従業員数（人） ― ― 2,297 1,998 2,101

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．第114期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失を計上しており、ま

た、潜在株式がないため記載していない。

４．第114期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四

半期純損失を計上しており、また、潜在株式がないため記載していない。

５．第114期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がな

いため記載していない。

６．第115期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四

半期純損失を計上しており、また、潜在株式がないため記載していない。

７．第115期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がな

いため記載していない。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社における異動もない。

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 1,998    

　（注）１　従業員数は就業人員数である。

２　人員には嘱託、雇員を含んでいない。

　

(2）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 1,360    

　（注）１　従業員数は就業人員数である。

２　人員には嘱託、雇員を含んでいない。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

パイプシステム事業 12,368 －

機械システム事業 4,252 －

産業建設資材事業 3,688 －

合計 20,309 －

　（注）１　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　金額は、売価換算額による。

３　上記金額には、消費税等は含まれていない。

(2）受注状況

当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円)前年同期比（％）

パイプシステム事業 16,069 － 13,414 －

機械システム事業 3,359 － 14,473 －

産業建設資材事業 4,319 － 1,814 －

合計 23,748 － 29,702 －

　（注）１　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　上記金額には、消費税等は含まれていない。

(3）販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称 金額（百万円) 前年同期比（％）

パイプシステム事業 14,120 －

機械システム事業 5,245 －

産業建設資材事業 4,192 －

合計 23,558 －

　（注）１　セグメント間の取引については相殺消去している。

２　上記金額には、消費税等は含まれていない。

　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。
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３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

　当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、緩やかな回復傾向にあるものの、世界経済の減速懸念ならび

にデフレ傾向、急激な円高の進行による影響など不透明な状況で推移した。

　このような状況における当第２四半期連結会計期間の当社グループの売上高は前年同四半期連結会計期間比

11,038百万円減少の23,558百万円となった。

　売上高減少の要因は下記の事業部門別売上高の概要に記載しているが、主な減収の要因は昨年度に実施した事業

再編によるもので、これによる影響額は5,114百万円となる。

　利益面については、鉄管部門における需要の落ち込み、厳しい価格競争に加えて原材料価格の上昇などの要因と

機械部門における海外案件の売上高が第３四半期以降に繰り延べられたことなどにより、営業利益733百万円（前

年同四半期営業利益2,313百万円）、経常利益525百万円（前年同四半期経常利益1,924百万円）となった。　

　セグメント別の売上高の概要は以下の通りである。なお、第１四半期連結会計期間から企業会計基準変更の適用

ならびに事業再編の結果により、セグメントの構成を事業ドメインに則した単位に置換しているため、各セグメン

トの対前年同四半期との比較数値は記載していない。

　パイプシステム事業は、需要環境が減少傾向にあるなかで、市場競争の激化にともない、販売量が減少した結果、

売上高は14,120百万円となった。

　機械システム事業は、素形材部門において、鉄道用ブレーキディスクが堅調に推移した反面、自動車業界に連動す

る形で鍛圧機が低調、粉体機器も売上が繰り延べられたこと、橋梁、水門ならびにこれらの付帯事業について、昨年

度に事業再編を行った結果、これによる減収影響額が2,246百万円となったことなどにより、売上高は5,245百万円

となった。

　産業建設資材事業は、厳しさが続く建設業界の影響により、建材部門が低調に推移したこと、化成品部門において

も農下水道需要の落ち込みなどにより減収となった。また、建設部門、ヒューム管部門における事業再編の影響に

よる減収額は2,867百万円となり、売上高は4,192百万円となった。

　

(2)財政状態の分析

　当第２四半期末の連結総資産は、現金及び預金、商品及び製品などが増加した反面、受取手形及び売掛金、投資有

価証券などの減少により、前連結会計年度末比12,031百万円減少の122,173百万円（前年同四半期140,640百万

円）となった。

　一方、負債においては支払手形及び買掛金、短期借入金などの減少により、前連結会計年度末比10,429百万円減少

の84,061百万円（前年同四半期98,602百万円）となった。

　純資産においてはその他有価証券評価差額金などの減少により、前連結会計年度末比1,601百万円減少の38,112

百万円（前年同四半期42,037百万円）となった。

　　

(3)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第１四半期連結会計期

間末より1,089百万円減少し（前年同四半期より116百万円増加）15,471百万円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は116百万円（前年同四半期は3,979百万円の減

少）となった。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益378百万円、減価償却費587百万円、たな卸資産の

減少668百万円である。一方、資金減少の主な要因は、売上債権の増加1,671百万円、仕入債務の減少18百万円であ

る。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は394百万円（前年同四半期は4,212百万円の減

少）となった。資金減少の主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出270百万円である。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は556百万円（前年同四半期4,244百万円の増

加）となった。資金増加の主な要因は、長期借入による収入500百万円である。一方、資金減少の主な要因は、短期借

入金の純減少額872百万円、長期借入金の返済による支出162百万円である。
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(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

　今年度より企画機能と財務機能を包含した総合企画室を設置し、各生産工程、各業務プロセスにおける価値向上

と更なる在庫圧縮やより一層の経費削減を推し進め「企業体質の変革」および「収益力の増強」を全社活動とし

て強力に推進している。

　革新取組み実行チームとして、社長をリーダーとする「経営革新プロジェクト室」を立ちあげ、組織横断型のタ

スクフォース活動を展開しており、これらの活動を通じて、営業部門、製造部門においては付加価値を最大化でき

るよう、より機能的な営業活動・生産活動を目指している。

　同時に事業運営において必要となる運転資本の圧縮に努め、フリーキャッシュフローの改善および財務の健全化

をはかっている。

　　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりである。

（株式会社の支配に関する基本方針について）

　当社は、平成19年５月24日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方

に関する基本方針」（以下「基本方針」といいます。）を決議し、平成20年６月27日開催の第112回定時株主総会

において、「当社株式等の大規模買付行為への対応策」の継続導入の承認決議を受けている。

１．基本方針の概要

　当社は、当社株式の譲渡は自由であり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に影響を及ぼす

当社株式の買付行為等に応じるか否かについては、株主全体の自由な意思に基づき決定されるべきものと考えて

いる。

　しかし、買付行為等の一部には、その内容について検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付条件

が企業価値・株主共同の利益に照らして不十分であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそ

れをもたらすものも想定される。

　当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な買付行為等を行う者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではなく、かかる買付行為等に対しては必要かつ相当な対

抗措置をとる必要があると考えている。

２．基本方針の実現に資する取組みの概要

　当社では、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針の実現に資するものとし

て、以下に掲げる取組みを推進している。

(1) 企業価値・株主共同の利益の向上に資する「経営方針」について

　当社グループは、基盤となる事業ドメインを「社会インフラ」と「産業設備」に定め、従来からお客様満足第

一のモノづくりに徹して、独自の価値と安心を提供している。今後は基盤事業の競争力をさらに強化すると共

に、これらが持つ経営資源を共有・活用することで利益貢献できる事業をグループ内で創出・育成することに

より、バランスの取れた持続的成長を目指す。

(2) 企業価値・株主共同の利益向上に資する「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実施策」について

　コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、次の施策を実施している。

①　経営上の意思決定、業務執行及び監督

　最高意思決定機関及び監督機関として取締役会のほか、代表取締役社長を中心としたメンバーによる経営

会議を設置し、取締役会の機能補完と意思決定の迅速化を図っている。また、経営監査機関として、監査役会

を設置し、監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、内部統制の運営状況等の確認を行い、必要に応

じて取締役会に意見を述べるなど、取締役の職務執行に対する監査を行っている。

②　内部統制システム

　内部統制システムについての具体的な取組みとして、企業行動基準をはじめとするコンプライアンス体制

にかかる規程を整備し、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設

置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めている。

３．当社株式等の大規模買付行為への対応策（本プラン）の概要

(1) 本プランの対象

　議決権割合で20％以上となる当社株式等の取得を目的する大規模買付行為を対象とし、大規模買付行為につ

いて一定のルール（大規模買付ルール）を定めている。

(2) 大規模買付ルール

　大規模買付者は、当社取締役会に対し、事前に買付行為の概要等を記した意向表明書及び買付の目的、買付後

の経営方針など、株主の皆様や取締役会の判断に必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期

間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものである。

(3) 大規模買付行為がなされた場合の対応

①　大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合

　取締役会は、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置をとらず、買付提案に応じるか否かは、株主
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の皆様において判断することになる。

　但し、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断する場合には、新株予約権の無償

割当て等の対抗措置をとることがある。

②　大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合

　取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等の対抗

措置をとることがある。

③　独立委員会の設置

　取締役会が、大規模買付ルールが順守されたか否かまたは企業価値・株主共同の利益を損なうか否かの判

断を行う際、客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置する。

④　対抗措置の発動の手続

　取締役会は、発動に先立ち独立委員会に対し発動の是非について諮問し、独立委員会はその是非について勧

告を行う。取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重する。具

体的な手段については、その時点で最も適切と取締役会が判断したものを選択する。

⑤　対抗措置発動の停止等について

　取締役会が、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告等を尊重した上で、対抗

措置の発動の停止または変更等を行うことがある。

(4) 株主・投資家に与える影響等

①　大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等

　大規模買付ルールは、大規模買付行為の是非を株主の皆様が判断する際の必要な情報を提供するためのも

のであり、企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えている。

②　対抗措置の発動が株主及び投資家の皆様に与える影響

　取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、適時・適切に開示する。

　対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、経済的・法的に格別の損失を被るような事態は

想定していない。

(5) 大規模買付ルールの適用開始、有効期間、継続及び廃止

　本プランの有効期間は、平成20年６月27日に開催された第112回定時株主総会の日から３年間（平成23年６月

に開催予定の定時株主総会まで）とし、以降は都度、定時株主総会の承認を経ることとする。

　但し、有効期間中であっても、株主総会または取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合、本プランはその時点で廃止されるものとする。

(6) 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

①　買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足している。

②　株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、買付等に応じるか否かを株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提示するために必

要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の

企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものである。

③　合理的な客観的発動要件の認定

　本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ、発動されないように設定され

ており、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されている。

④　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際して、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会

の勧告を最大限尊重することとしている。

　また、適時に情報開示することにより、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運

営が行われる仕組みが確保されている。

⑤　株主意思を尊重するものであること

　本プランは、平成20年６月開催の定時株主総会にて株主の皆様の承認を頂いたことから、株主の皆様の意向

が反映されている。

EDINET提出書類

株式会社栗本鐵工所(E01268)

四半期報告書

 7/34



⑥　デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、株主総会で選任された任期が１年間である取締役で構成される取締役会により廃止すること

ができ、デッドハンド型買収防衛策ではなく、また、スローハンド型買収防衛策でもない。

　

(5)研究開発活動

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、295百万円である。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 393,766,000

計 393,766,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成22年11月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 133,984,908133,984,908

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

単元株式数

1,000株

計 133,984,908133,984,908 ― ―

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数(株)

発行済株式総数
残高(株)

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減額
（千円）

資本準備金残高
(千円)

平成22年７月１日～

平成22年９月30日
― 133,984,908― 31,186,098 ― 6,959,779
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（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

太陽生命保険株式会社 東京都港区海岸１丁目２番３号 12,090 9.02

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 8,482 6.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 7,688 5.74

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 4,440 3.31

シービーエヌワイ　デイエフエイ　イン

ターナショナル　キャップ　バリュー　

ポートフォリオ

(常任代理人 シティバンク銀行株式会社)

1299 OCEAN AVENUE.11F,SANTA 

MONICA.CA 90401 USA

(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

3,760 2.81

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 3,623 2.70

富士火災海上保険株式会社 大阪市中央区南船場１丁目18番11号 3,054 2.28

岩谷産業株式会社 大阪市中央区本町３丁目６番４号 2,898 2.16

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,720 2.03

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 2,601 1.94

計 ― 51,358 38.33

　（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式7,688千株は、信託業務に係るものであ

る。

２．みずほ信託銀行株式会社の所有株式数2,601千株は、全て実質所有株式数であり、信託業務に係る株式数はな

い。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   1,768,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 131,889,000 131,889 ―

単元未満株式 普通株式     327,908 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 133,984,908 ― ―

総株主の議決権 ― 131,889 ―

　（注）「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれている。

又、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれている。

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社栗本鐵工所

大阪市西区北堀江

一丁目12番19号
1,768,000― 1,768,000 1.32

計 ― 1,768,000― 1,768,000 1.32

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 185 174 139 131 120 120

最低（円） 157 105 106 107 97 98

　（注）　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、大阪監査法人

による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,499 14,918

受取手形及び売掛金 32,391 40,577

商品及び製品 9,133 8,780

仕掛品 ※4
 6,130

※4
 5,882

原材料及び貯蔵品 2,114 2,209

その他 1,122 2,776

貸倒引当金 △331 △418

流動資産合計 66,060 74,727

固定資産

有形固定資産

土地 24,498 25,201

その他（純額） ※1
 17,832

※1
 18,114

有形固定資産合計 42,331 43,315

無形固定資産

その他 467 526

無形固定資産合計 467 526

投資その他の資産

投資有価証券 9,725 12,046

その他 4,625 4,497

貸倒引当金 △1,036 △909

投資その他の資産合計 13,314 15,634

固定資産合計 56,113 59,477

資産合計 122,173 134,204

EDINET提出書類

株式会社栗本鐵工所(E01268)

四半期報告書

14/34



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 19,459 23,775

短期借入金 ※6
 34,141

※6
 36,618

未払法人税等 270 454

賞与引当金 1,114 1,192

工事損失引当金 ※4
 476

※4
 668

その他の引当金 7 5

その他 5,270 6,866

流動負債合計 60,740 69,581

固定負債

社債 55 66

長期借入金 ※6
 18,818

※6
 19,311

退職給付引当金 3,062 3,611

環境対策引当金 44 83

その他の引当金 24 31

負ののれん 808 833

その他 507 972

固定負債合計 23,320 24,909

負債合計 84,061 94,490

純資産の部

株主資本

資本金 31,186 31,186

資本剰余金 6,959 9,770

利益剰余金 667 △2,069

自己株式 △385 △385

株主資本合計 38,427 38,501

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △580 932

繰延ヘッジ損益 － △0

評価・換算差額等合計 △580 931

少数株主持分 265 280

純資産合計 38,112 39,713

負債純資産合計 122,173 134,204
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 57,849 42,692

売上原価 43,827 32,773

売上総利益 14,022 9,918

販売費及び一般管理費 ※1
 11,728

※1
 9,201

営業利益 2,293 716

営業外収益

不動産賃貸料 － 71

その他 321 249

営業外収益合計 321 320

営業外費用

支払利息 466 381

その他 500 419

営業外費用合計 967 800

経常利益 1,648 236

特別利益

投資有価証券売却益 － 24

貸倒引当金戻入額 264 45

環境対策引当金戻入額 － 38

その他 95 8

特別利益合計 359 117

特別損失

投資有価証券評価損 － 178

事業再編損 ※2
 2,511 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 101

その他 927 58

特別損失合計 3,438 338

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,430 15

法人税、住民税及び事業税 332 171

法人税等調整額 102 △69

法人税等合計 435 102

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △86

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19 △12

四半期純損失（△） △1,885 △73
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 34,596 23,558

売上原価 26,358 18,097

売上総利益 8,238 5,460

販売費及び一般管理費 ※1
 5,924

※1
 4,727

営業利益 2,313 733

営業外収益

受取配当金 35 46

不動産賃貸料 － 35

その他 76 39

営業外収益合計 111 121

営業外費用

支払利息 203 169

その他 296 159

営業外費用合計 500 329

経常利益 1,924 525

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 8

事業再編益 ※2
 2,913 －

その他 34 5

特別利益合計 2,947 14

特別損失

投資有価証券評価損 297 159

ヘッジ取引損失 188 －

その他 143 2

特別損失合計 629 162

税金等調整前四半期純利益 4,243 378

法人税、住民税及び事業税 178 87

法人税等調整額 104 83

法人税等合計 282 171

少数株主損益調整前四半期純利益 － 207

少数株主利益 17 3

四半期純利益 3,944 204
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,430 15

減価償却費 1,379 1,180

貸倒引当金の増減額（△は減少） 109 40

受取利息及び受取配当金 △68 △70

支払利息 466 381

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △6 8

売上債権の増減額（△は増加） 19,212 8,530

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,442 △505

仕入債務の増減額（△は減少） △9,439 △4,332

退職給付引当金の増減額（△は減少） △643 △549

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △22

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 297 178

関係会社株式売却損益（△は益） － 14

有形及び無形固定資産除却損 43 19

事業再編損失 2,511 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 101

その他 △1,720 △642

小計 8,267 4,348

利息及び配当金の受取額 180 175

利息の支払額 △480 △382

訴訟関連損失の支払額 △2,934 －

法人税等の支払額 △641 △308

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,390 3,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △0 △0

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △3 △3

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 0 68

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,904 △763

有形及び無形固定資産の売却による収入 138 656

関係会社の清算による収入 － 16

関係会社株式の取得による支出 △8 △50

関係会社株式の売却による収入 － 5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 ※2

 △69 －

貸付けによる支出 △25 －

貸付金の回収による収入 85 17

デリバティブ取引による支出 △6,687 －

デリバティブ取引による収入 3,344 －

その他 △71 △75

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,201 △127
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,530 △2,645

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △863 △825

社債の償還による支出 △11 △11

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △4 △2

リース債務の返済による支出 △8 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 642 △3,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 △54 △122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △222 580

現金及び現金同等物の期首残高 15,578 14,891

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 15,355

※1
 15,471
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を

適用している。

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ0百万円減少し、税金等調整

前四半期純利益は、102百万円減少している。また、当会計基準等の適用開

始による資産除去債務の変動額は103百万円である。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

１　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「不動産賃貸料」は、営業外

収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとした。なお、前第２四半

期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不動産賃貸料」は41百万円である。

２　前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示していた「投資有価証券評価損」は、特

別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとした。なお、前第２四

半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損」は297百万円である。

３　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示している。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

１　前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「不動産賃貸料」は、営業外

収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとした。なお、前第２四半

期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不動産賃貸料」は20百万円である。

２　前第２四半期連結会計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示していた「貸倒引当金戻入額」は、特別

利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとした。なお、前第２四半

期連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は1百万円である。

３　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示している。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められる場合に、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等の合理的

な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定している。

２．たな卸資産の評価方法 　当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の連結子会社

では、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的

な方法により算定する方法によっている。

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定する方法によっている。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営

環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、

前連結会計年度末に使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法によっている。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間において適用した特有の会計処理はない。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、63,381百万円であ

る。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、63,030百万円であ

る。

２　保証債務

従業員の金融機関借入金に対する保証債務

 425百万円

２　保証債務

従業員の金融機関借入金に対する保証債務

 459百万円

３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 253百万円

裏書譲渡高 55百万円

３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,293百万円

裏書譲渡高 255百万円

※４　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示している。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品のう

ち、工事損失引当金に対応する額は91百万円である。

※４　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示している。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品のう

ち、工事損失引当金に対応する額は177百万円であ

る。

５　コミットメント等について

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行13行と当座貸越契約及びシンジケーショ

ン方式によるコミットメントライン並びにターム

ローン契約を締結している。

当第２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次

の通りである。

当座貸越極度額 3,600百万円　

コミットメントラインの総額 33,000百万円　

タームローンの総額 18,500百万円　

借入実行残高 49,730百万円　

差引額 5,370百万円　

５　コミットメント等について

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行12行と当座貸越契約及びシンジケーショ

ン方式によるコミットメントライン並びにターム

ローン契約を締結している。

当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであ

る。

当座貸越極度額 4,400百万円　

コミットメントラインの総額 33,000百万円　

タームローンの総額 19,000百万円　

借入実行残高 53,168百万円　

差引額 3,232百万円　

※６　財務制限条項等の付保

短期借入金のうち28,000百万円、長期借入金（１年

以内返済分を含む）のうち18,500百万円について

は、財務制限条項等が付されている。

(1)各決算期末日及び第２四半期連結会計期間末日

において、貸借対照表（連結、単体いずれも）の

純資産残高300億円以上に維持すること。

(2)平成21年３月期以降の各年度の決算期における

損益計算書（連結、単体それぞれ）に示される営

業損益を２期連続して損失とならないようにす

ること。

※６　財務制限条項等の付保

短期借入金のうち30,000百万円、長期借入金（１年

以内返済分を含む）のうち19,000百万円について

は、財務制限条項等が付されている。

(1)各決算期末日及び第２四半期連結会計期間末日

において、貸借対照表（連結、単体いずれも）の

純資産残高300億円以上に維持すること。

(2)平成21年３月期以降の各年度の決算期における

損益計算書（連結、単体それぞれ）に示される営

業損益を２期連続して損失とならないようにす

ること。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

運送・荷造費 2,257百万円

給与手当 2,876百万円

退職給付引当金繰入額 411百万円

賞与引当金繰入額 509百万円

貸倒引当金繰入額 227百万円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

運送・荷造費 1,769百万円

給与手当 2,231百万円

退職給付引当金繰入額 375百万円

賞与引当金繰入額 547百万円

貸倒引当金繰入額 154百万円

※２　事業再編損の内容は次のとおりである。

貸倒引当金繰入額 16,342百万円

民事再生申立てによるたな卸資

産評定損等
3,258百万円

工事損失引当金繰入額 90百万円

関係会社株式売却益 △17,145百万円

債務免除益 △529百万円

その他 493百万円

　計　 2,511百万円

　２　―――――

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

運送・荷造費 1,290百万円

給与手当 1,431百万円

退職給付引当金繰入額 216百万円

賞与引当金繰入額 184百万円

貸倒引当金繰入額 120百万円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりである。

運送・荷造費 947百万円

給与手当 1,088百万円

退職給付引当金繰入額 190百万円

賞与引当金繰入額 304百万円

貸倒引当金繰入額 112百万円

※２　事業再編益の内容は次のとおりである。

関係会社株式売却益 17,145百万円

債務免除益 529百万円

工事損失引当金繰入額 371百万円

貸倒引当金繰入額 △13,787百万円

民事再生申立てによるたな卸資

産評定損等
△1,220百万円

その他 △124百万円

　計　 2,913百万円

　２　―――――
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 15,382

預入期間が３か月を超える定期預金 △27

現金及び現金同等物 15,355

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 15,499

預入期間が３か月を超える定期預金 △27

現金及び現金同等物 15,471

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

　株式の売却により栗本建設工業㈱、栗建サービス㈱、

栗本橋梁エンジニアリング㈱及び栗本コンクリート

工業㈱の４社が連結子会社でなくなったことに伴う

売却時の資産及び負債の内訳ならびに株式の売却価

額と株式売却による支出（純額）との関係は、次の

とおりである。

 （百万円）

流動資産 14,435

固定資産 4,487

流動負債 △17,735

固定負債 △14,729

少数株主持分 △91

継続保有持分 △91

株式売却益 17,145

株式の売却価額 3,419

現金及び現金同等物 △3,489

差引：株式売却による支出 △69

　２　―――――

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平

成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  133,984千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,768千株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項なし。　

４．配当に関する事項

　該当事項なし。

５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項なし。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
鉄鋼・鋳鋼
関連事業
（百万円）

鋼製構造
物・機械
関連事業
（百万円）

建築及び
建築関連
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 17,6849,262 5,123 2,52634,596 ― 34,596

(2）セグメント間の内部売上

高・内部振替高
411 107 △280 664 902 (902) ―

計 18,0959,369 4,843 3,19035,499 (902)34,596

営業利益 1,748 303 149 373 2,574 (260)2,313

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
鉄鋼・鋳鋼
関連事業
（百万円）

鋼製構造
物・機械
関連事業
（百万円）

建築及び
建築関連
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 29,16215,3098,568 4,80957,849 ― 57,849

(2）セグメント間の内部売上

高・内部振替高
908 112 506 1,003 2,530(2,530) ―

計 30,07015,4229,074 5,81360,380(2,530)57,849

営業利益 1,835 27 67 663 2,593 (300)2,293

　（注）１　事業区分は、製造方法・製造過程の類似性により区分している。

２　各事業の主な製品

(1）鉄鋼・鋳鋼関連事業

ダクタイル鉄管及び付属品、各種調整弁、特殊鋳鉄及び鋳鋼、各種水道工事、土木工事の調査・設計・施工

(2）鋼製構造物・機械関連事業

橋梁、水門、水管橋、各種産業機械及びプラント、粗大ごみ処理施設、各種プレス

(3）建築及び建築関連事業

建築、各種ダクト

(4）その他事業

ポリコンFRP管、各種合成樹脂成型品、ヒューム管、各種コンクリート製品

３　会計方針の変更

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）　

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用してい

る。この結果従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上高は、鉄鋼・鋳鋼関連事業

で95百万円、鋼製構造物・機械関連事業で148百万円増加し、営業利益が、鉄鋼・鋳鋼関連事業で4百万円減

少し、鋼製構造物・機械関連事業で2百万円増加している。
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４　資産の著しい変動

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）　

　    当第２四半期連結会計期間において、栗本橋梁エンジニアリング㈱、栗本コンクリート工業㈱、栗本建設工

業㈱及び栗建サービス㈱を連結の範囲から除外したことにより資産の金額が著しく変動している。その内容

は、次のとおりである。

 
鉄鋼・鋳鋼
関連事業
（百万円）

鋼製構造
物・機械
関連事業
（百万円）

建築及び
建築関連
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
                            

資産 65,48320,77312,2779,049107,58433,056140,640

減価償却費 614 296 168 245 1,323 55 1,379

減損損失 ― ― ― ― ― 0 0

資本的支出 908 278 41 560 1,788 △6 1,781

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自　平

成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略している。　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自　平

成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。

　当社は、本社に製品別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開している。

　したがって、当社は、事業本部を基礎としたセグメントから構成されており、「パイプシステム事業」、「機械

システム事業」及び「産業建設資材事業」の３つを報告セグメントとしている。

　「パイプシステム事業」は、ダクタイル鉄管及び付属品、各種調整弁の生産及び付帯工事を行っている。「機

械システム事業」は、各種産業機械（各種粉体機器、各種プレス他）、特殊鋳鉄及び鋳鋼の生産及び付帯工事、

各種プラントエンジニアリングを行っている。「産業建設資材事業」は、各種ダクト、ポリコンＦＲＰ管、各種

合成樹脂成型品の生産及び付帯工事を行っている。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日 至　平成22年９月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2

パイプシス
テム事業

機械シス
テム事業

産業建設
資材事業

売上高       

外部顧客への売上高 24,402 9,667 8,622 42,692 － 42,692
セグメント間の内部売上高
又は振替高

47 0 321 370 △370 －

計 24,449 9,667 8,944 43,062 △370 42,692

セグメント利益又は

　　　　セグメント損失(△)
652 △163 48 537 179 716

注）1 セグメント利益の調整額179百万円には、セグメント間取引消去68百万円、各報告セグメントが負担する販売

間接費、一般管理費、試験研究費の配分差額149百万円及び棚卸資産の調整額△38百万円が含まれている。

2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日 至　平成22年９月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2

パイプシス
テム事業

機械シス
テム事業

産業建設
資材事業

売上高       

外部顧客への売上高 14,120 5,245 4,192 23,558 － 23,558
セグメント間の内部売上高
又は振替高

25 － 211 237 △237 －

計 14,145 5,245 4,403 23,795 △237 23,558

セグメント利益又は

　　　　セグメント損失(△)
724 △79 7 652 80 733

注）1 セグメント利益の調整額80百万円には、セグメント間取引消去6百万円、各報告セグメントが負担する販売間

接費、一般管理費、試験研究費の配分差額78百万円及び棚卸資産の調整額△4百万円が含まれている。 

2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日 至　平成22年９月30日）

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項なし。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項なし。

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項なし。

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平

成20年３月21日）を適用している。
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（金融商品関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　受取手形及び売掛金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比

べて著しい変動が認められる。

科目
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

受取手形及び売掛金 32,391 32,391 －

　（注）金融商品の時価の算定方法

受取手形及び売掛金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

　

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　記載すべき事項なし。

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

該当事項なし。

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項なし。

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項なし。　

　

（資産除去債務関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　記載すべき事項なし。

（賃貸等不動産関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　記載すべき事項なし。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 286円25銭 １株当たり純資産額 298円24銭

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 14円26銭 １株当たり四半期純損失金額 0円56銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載していない。

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載していない。

（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純損失（百万円） 1,885 73

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 1,885 73

期中平均株式数（千株） 132,222 132,216

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

――――― ―――――

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 29円83銭 １株当たり四半期純利益金額 1円54銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載していない。

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載していない。

（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純利益（百万円） 3,944 204

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 3,944 204

期中平均株式数（千株） 132,221 132,216

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

――――― ―――――
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　該当事項なし。

　

（リース取引関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

記載すべき事項なし。

　　

２【その他】

該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月13日

株式会社栗本鐵工所

取締役会　御中

大阪監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 馬塲　泰德　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士  堀 　亮三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社栗本鐵工所

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社栗本鐵工所及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　追加情報（子会社の株式等の譲渡）に記載のとおり、会社は、平成21年９月30日、連結子会社である栗本建設工業㈱の株式

を全部譲渡するとともに、栗本建設工業㈱の子会社である栗建サービス㈱に対する貸付金を同社に全部譲渡した。

　追加情報（事業譲渡及び子会社株式譲渡）に記載のとおり、会社は、平成21年５月18日開催の取締役会において、会社、㈱

ＩＨＩ及び松尾橋梁㈱が有する橋梁・水門及びその他鋼製構造物事業を統合することを決議し、３社で基本合意を締結し

ている。　

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月12日

株式会社栗本鐵工所

取締役会　御中

大阪監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 馬塲　泰德　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士  堀 　亮三　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社栗本鐵工所

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社栗本鐵工所及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。　

追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、「資産

除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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